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受入・分別施設予定地における仮設建屋設置等工事 土壌貯蔵施設予定地における伐採・造成工事

中間貯蔵施設事業の状況

今年度は平成29年２月末までに、16万㎥程度の除去土壌等を中間貯蔵施設予定地へ
輸送。また、今年度中に13市町村の輸送が終了する予定。

用地については、平成29年2月末時点で約336ヘクタール（人数ベースで719人）の民有
地を取得済み。

昨年11月には、除去土壌を貯蔵する土壌貯蔵施設、輸送した除去土壌等の受入・分別
施設に着工。
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